
東和小学校4学年66名が、「総合的な学習の時間」の中で、手話・点字福祉体験授業に取り組みました。
点字および手話を実際に体験することで、視覚や聴覚の障がいについて理解を深めるとともに、障がい

のある方に対する接し方を考える機会とすることを目的として実施しました。
聴覚障がい者である講師から、耳が聞こえないということはどういうことなのかお話をしていただいた

り、手話でのあいさつや自己紹介の仕方などを教わったりしました。
点字体験では、点字の歴史や読み方を教わり、最後は点字器を使い自分の名刺を作りました。
どの授業も意欲的に取り組み、学校のねらいでもある「障がいへの正しい理解」について、実際に障が

いのある方と接する機会を設けることで、子ども達にとっても相手の気持ちを理解したり、相手の立場に
なって考えるきっかけづくりとなりました。



●花巻市社会福祉協議会　会長就任あいさつ

●評議員・役員を紹介します
社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員名簿 ※評議員に欠員が生じ、新たに1名の評議員を選任いたしました。

№ 評議員、理事、監事選任規程
における選任区分 所属機関・団体及び役職 氏名 就任年月日

1 学校等教育関係機関 花巻市校長会 
花巻市立湯口小学校校長 林　　博　文 R5.6.22

令和6年度の決算に係る定時評議員会終結の時まで

社会福祉法人花巻市社会福祉協議会役員名簿
任期満了による役員改選が行われました。※印は新役員です。
【理事】

№ 役職名 氏名 就任年月日 選任区分 所属役職名

1 会　長 髙　橋　照　幸

R5.6.26

社会福祉事業について知識、経験又は学識経験
を有する者 学識経験者

2 副会長 藤　本　莞　爾 花巻市民生委員児童委員協議会の代表 花巻市民生委員児童委員協議会会長

3 常務理事 細　川　　　祥 社会福祉事業について知識、経験又は学識経験
を有する者 学識経験者

4 理　事 佐々木　　　裕
本会支部長

湯口支部長

5 理　事 金　矢　多喜男 湯本支部長

6 理　事 川　村　　　均 大迫支部長

7 理　事 富　澤　正　一 花巻市区長会の代表 花巻市区長会会長

8 理　事 伊　藤　春　男
社会福祉関係団体の代表

花巻市老人クラブ連合会会長

9 理　事 ※太田代　幸一郎 花巻東ライオンズクラブ第一副会長

10 理　事 晴　山　淳　子
女性団体の代表

花巻市地域婦人団体協議会監事

11 理　事 ※高　橋　カヨ子 花巻市食生活改善推進員協議会事務局

12 理　事 ※佐々木　一　行 福祉当事者団体の代表 花巻市身体障害者福祉協会副会長

13 理　事 ※乙　部　宏　之 本会経営施設の施設長 障害者地域活動支援センターあけぼの施設長

14 理　事 井　形　隆　蔵 ボランティア活動団体 花巻ボランティア連絡協議会事務局長

15 理　事 今　井　岳　彦 関係行政機関の代表 花巻市健康福祉部長
＊任期については、就任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。

【監事】
№ 役職名 氏名 就任年月日 選任区分 所属役職名

1 監　事 髙　𣘺𣘺　勝　芳

R5.6.26
財務諸表等を監査し得る者

税理士

2 監　事 佐々木　憲　男 金融機関OB

3 監　事 亀　 澤　　  健 社会福祉事業について学識経験を有する者 行政OB
＊任期については、就任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。

会長就任にあたり、皆様にあいさつを申し上げます。
このたび、役員の任期満了に伴う新理事・監事による６月 26 日開催の花巻市社会福祉協議会第２

回理事会において、理事全員から会長に選定をいただき、同日に会長に就任し、３期目を務めさせて
いただきます。

1 期目の中盤から新型コロナウイルス感染防止対策を講じながらの事業展開が続いています。今年
度に入り、新型コロナウイルス感染症が感染症法上インフルエンザと同じ第 5 類に位置付けられ、マス
ク着用も個人の判断にゆだねられました。そして、感染者数も減少してきて、このまま収まるのではと
期待されるところですが、収束したわけではないので、感染対策をしながら従来社会福祉協議会が実施してきた、地域に
おける人と人とのふれあいや支えあいの活動、安否確認、生きがい対策に取り組むことが重要ととらえています。

また、急速に進む少子高齢化を背景に福祉諸制度が改正され、地域共生社会の構築に向け「住み慣れた地域に住み続
けたい」という願いにどう対応できるのか。さらに、福祉人材確保の問題、引きこもりを含めた 8050 問題、潜在的な生
活困窮者の問題など、福祉問題が複雑、多様化してきています。

このような状況の中、地域福祉を進める中核的な組織として、地域における支え合いの仕組みづくりやサービス提供体
制の整備を進め、「花巻市に住んで良かったと思える地域づくり」をめざしてまいります。

今後とも市民の皆様はじめ、関係機関、関係団体の皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和５年８月1日

社会福祉法人　花巻市社会福祉協議会　会長　髙　橋　照　幸
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●令和4年度 花巻市社会福祉協議会 事業報告

ウィズコロナ時代に向けた創意工夫による、様々な地域づくり事業に取り組み、役職員が一丸となって、住
民参加・協働を基本に市民・関係機関・団体の協力のもと、地域福祉の推進に努めることができました。

１地域福祉活動の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
（１） 地域福祉づくりの更なる機能強化

地域福祉コーディネーター10人、地域福祉推進員２人を配置し、
地域課題・福祉課題解決のため地域のネットワーク構築をめざし
て、地域福祉懇談会をワークショップ形式により社協支部単位（10
カ所）で各２回ずつ開催し、地域福祉活動計画策定への取り組みを
進めました。

一方、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、様々な事業を縮
小・中止せざるを得ない状況もありましたが、多様なニーズに対す
る住民主体のたすけあい活動、生活支援サービスの創出に取り組む
団体との共催事業や支援を行うとともに、各地域のふれあいいきい
きサロン活動の支援を通して、交流機会の創出や高齢者等の支えあ
い活動を展開しました。

（２） 地域包括ケアシステムの構築
誰もが住み慣れた地域で安心して生活を営み、できる限り自立した生活が送れるよう包括的支援に努めると

ともに、地域ケア会議の開催など地域におけるネットワーク活動の促進を図りながら地域包括ケアシステムの
構築に努めました。

（３） 権利擁護体制の強化
市民が安心して地域で日常生活が営めるよう、認知症高齢者や知的・精神障がい者の福祉サービス利用を支

援するとともに、成年後見制度の利用促進を図るため成年後見講演会を開催したほか、法人後見事業を実施し
ました。

更に、成年後見制度利用促進における本市の中核機関への協力、各種の研修、会議等への参加など行政担当
課等と連携を図りました。

（４） 生活困窮者自立支援の推進
生活困窮者自立支援事業では、生活困窮や社会的孤立等の

複合的な課題解決のための総合的な支援となるよう努めまし
た。

その中で、緊急小口資金等の特例貸付が令和4年10月まで
延長となり、新型コロナウイルス感染症の影響による、休業
や失業等で生活資金にお困りの方々への相談対応・生活再建
支援に努めるとともに、貸付後のフォローアップに努めました。

令和4年度スローガン

花巻がぜんたい幸福になる地域づくり
～地域共生社会の実現をめざして～

総合相談室職員

地域福祉懇談会の様子
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●令和4年度 花巻市社会福祉協議会 事業報告

３ 障がい者・児の自立支援の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
障がいのある方の自立支援・社会参加に向

けた地域共生社会の実現を推進するため、児
童発達支援関係事業を実施し、障がい児等の
健やかな成長と発達の支援、日常生活や社会
生活での自立に向けた総合的な支援を行い、
県南地域の児童発達支援の拠点施設としての
役割を果たすよう努めましたが、放課後等デ
イサービス事業所及び多機能型事業所では、
新型コロナウイルス感染症による休業措置等の影響で大幅な減収となりました。

そのほかに、就労継続支援 B 型事業を実施したほか、関係機関との連携と相談機能の強化を図りながら、障
害者相談支援事業を実施するとともに、地域活動支援センターにおける各種活動を通じて社会との交流支援に
努めました。

４ 法人組織・事業経営基盤の強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
法人に求められている組織運営のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上など、「市民に信頼される組織」

として健全経営に努めるとともに、人材育成方針による職員研修や人事考課の実施など効果的な組織運営・人
材育成の強化に努めました。

また、社協会費など自主財源確保に努めたほか、介護保険事業及び障害者総合支援事業は年々厳しい事業運
営にありますが、各種積立資金の増強を図るなど、将来に向けた事業経営基盤の強化に努めました。

更には、福祉人材の確保、職員の雇用定着のため、新卒者の採用や処遇改善を前年度に引き続き実施すると
ともに、働き方改革関連法に対応した取り組みなど、ワークライフバランスの改善や職場環境の向上に努めま
した。

2 地域福祉推進の視点に立った在宅福祉サービス（介護サービス）の推進　 
　在宅福祉サービス事業では、居宅介護支援事業・訪問介護事業・訪問入浴介護事業・通所介護事業・障害者
居宅介護事業・介護予防支援事業を展開し、地域に信頼され「市民に選ばれる事業所」をめざして、利用者本
位の視点に立った質の高いサービスの提供に努めました。
　しかしながら、居宅介護支援事業・通所介護事業等においては利用者
減少から減収となり、特に通所介護事業では、新型コロナウイルス感染
症により事業所の休業措置による影響や、その後の利用者の利用控え等
により大幅な減収となりました。
　また、石鳥谷訪問介護事業所はここ数年利用者が減少傾向となってい
たことから、令和４年９月末で休止措置をとり、大迫訪問介護事業所に
統合するかたちで事業の効率化を図りました。
　通所介護事業所の併設事業所として実施している障害者基準該当生活
介護事業については、サービス提供が定着し、西南・宮野目通所では伸びが見られ、高齢者・障がい者へ一体

的に良質なサービス提供が行えました。
　更に、介護予防日常生活支援総合事業の対象となる利用者に
ついては、積極的に移行支援に取り組むなど、サービスの専門
性を高めました。
　そのほか、花巻市受託事業として実施する地域包括支援セン
ター・介護予防支援事業については、人材確保に苦慮する状況
ではあったものの、概ね順調に展開し様々な内容の相談に対応
するとともに、介護予防や認知症支援に関する周知・啓発を行っ
たほか、多職種・関係機関との連携に努めました。

西南デイサービスセンター個別指導の様子

宮野目デイサービスセンター活動の様子

イーハトーブ養育センター活動の様子
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●令和4年度決算の概要について

◆資金収支計算書　　　　　　　　　　　  （単位：円）
科　　目 金　額

事業活動
による収支

事業活動収入 1,009,443,869

事業活動支出 1,001,821,600

事業活動資金収支差額 7,622,269

施設整備等
による収支

施設整備等収入 7,562,000

施設整備等支出 30,861,810

施設整備等資金収支差額 △ 23,299,810

その他の活動
による収支

その他の活動収入 72,667,331

その他の活動支出 68,395,777

その他の活動資金収支差額 4,271,554

予備費支出 0

当期資金収支差額合計 △ 11,405,987

前期末支払資金残高 328,183,399

当期末支払資金残高 316,777,412

◆事業活動計算書　　　　　　　　　　　  （単位：円）
科　　目 金　額

サービス活動
増減の部

サービス活動収益計 1,002,412,790

サービス活動費用計 1,038,853,126

サービス活動増減差額 △ 36,440,336

サービス活動外
増減の部

サービス活動外収益計 6,701,079

サービス活動外費用計 930,105

サービス活動外増減差額 5,770,974

経常増減差額 △ 30,669,362

特　別
増減の部

特別収益計 7,562,000

特別費用計 7,665,434

特別増減差額 △ 103,434

税引前当期活動増減差額 △ 30,772,796

法人税、住民税及び事業税 4,081,200

当期活動増減差額 △ 34,853,996

繰越活動
増減差額の部

前期繰越活動増減差額 500,569,498

当期末繰越活動増減差額 465,715,502

その他の積立金取崩額 66,607,000

その他の積立金取崩額 48,245,000

次期繰越活動増減差額 484,077,502

◆貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）
資産の部 負債の部

科　　目 金　額 科　　目 金　額

流動資産① 364,872,618 流動負債⑤ 56,704,277

固定資産②  （③＋④） 1,919,890,110 固定負債⑥ 49,407,019

（基本財産）③ 794,973,081 負債の部合計⑦（⑤＋⑥） 106,111,296

（その他の固定資産）④ 1,124,917,029 純 資 産 の 部

基本金⑧ 900,000

福祉基金⑨ 313,207,194

国庫補助金等特別積立金⑩ 741,667,922

その他の積立金⑪ 638,798,814

次期繰越活動増減差額⑫ 484,077,502

純資産の部合計⑬（⑧＋⑨＋⑩＋⑪＋⑫） 2,178,651,432

資産の部合計（①＋②） 2,284,762,728 負債及び純資産の部合計（⑦＋⑬） 2,284,762,728

令和４年度　法人全体（決算）計算書類の要旨
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花巻市共同募金委員会からのお知らせ
花巻市歳末たすけあい要保護世帯配分事業

　12月１日から「歳末たすけあい運動」を全国一斉に展開
します。
　市民の皆さまから寄せられた、あたたかい善意を、市内
にお住まいの生活に困窮されている世帯へ配布します。
　この事業は、新たな年を安心して迎えることができるよ
う、民生委員児童委員の方々の協力のもと実施しています。

 申請方法 　申請書の受け渡しや提出については、本会本所・各支所・総合相談室へお問い合わせください。
※申請書類の様式はホームページからもダウンロードできます。

 決定方法 　歳末たすけあい義援金実績に基づき、花巻市歳末たすけあい義援金配分委員会において、配分額お
よび対象世帯を審査し決定します。※対象とならない場合もありますのでご了承ください。

 交付方法 　年内を目途に担当地区の民生委員児童委員が各世帯にお届けします。
 申請期限 　令和5年8月1日（火）～令和5年10月27日（金）まで
 問合せ先 　岩手県共同募金会花巻市共同募金委員会　TEL 41-8739

 助成対象 　次の【項目１】のすべてに該当し、
かつ【項目２】のいずれかに該当する世帯が申請の対象です。

福祉バザー事業終了のお知らせ

石鳥谷地域福祉バザー
開催のお知らせ

無料法律相談のお知らせ
　花巻地域で開催しておりました、福祉バザーですが、事
業を終了とさせていただきます。例年、楽しみにされていた
方やご協力をいただいておりました皆様には、大変ご迷惑
をおかけいたします。
　何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

　今年度も、地域の皆様からのご協力をいただいて、販売
商品を限定し第34回石鳥谷地域福祉バザーを開催します。
 日　時 　11月18日（土）　午前10時～正午
 場　所 　ビバハウスいしどりや
 問合せ先 　石鳥谷支所　TEL 45-4666

　岩手弁護士会の協力を得て、弁護士相談を実施します。
　市民が抱えている様々な問題に専門的に対応し、問題解決
と安定した生活を確保することを目的とし開催します。

 日　時 　８月24日（木）　午前10時～正午
 場　所 　花巻市総合福祉センター
 定　員 　４名
 担当弁護士 　村井三郎法律事務所　
　　　　  長谷川　博一 弁護士
 申込み先 　総合相談室
TEL 22-6708 ／ FAX 21-3785
※相談料は無料となっています。

【項目１】すべてに該当
①　令和５年 10 月１日現在、花巻市

に住所を有している世帯
②　世帯全員の市県民税が非課税であ

る世帯
③　民生委員児童委員の相談や支援を

必要としている世帯
④　生活保護を受給していない世帯

【項目２】いずれかに該当
A　著しく生活にお困りの世帯（失業等により生活が困窮しているなど）
B　障がい児・者のいる世帯（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、

療育手帳をお持ちの方）
C　令和6年3月31日時点で、０～18歳の児童・生徒のいる母子ま

たは父子世帯
D　高齢者でひとり暮らし、または高齢者のみの世帯
E　今年内に火災や風水害で被災された世帯（床下浸水は除く）
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さくらまち寺子屋
学習ボランティア募集中！

さくらまち寺子屋では、ひとり親家庭や生活困窮家
庭の子ども達に週１コースを無料として学習支援をして
います。

毎週月曜日と木曜日の午後3時から午後7時まで、子
ども達の学習の見守りや遊びの見守りを行っていただく
学習ボランティアを募集しています。

月に1回や短時間でも大歓迎です！
お手伝いいただける方はさくらまち寺子屋 多田まで

ご連絡ください。
 問合せ先   さくらまち寺子屋 多田TEL 090-2418-0166

第9回花巻市社会福祉大会を
開催します

 日　時 　令和5年11月9日（木）
午後1時20分開会

 会　場 　花巻市文化会館大ホール
 内容等 　表彰・感謝状授与、福祉推進校実践発表

記念講演
※参集予定者につきまして
は、福祉関係者とさせていた
だきますので、ご理解をお願
いいたします。

視覚・聴覚障がい者暮らしの輝き応援講座

点訳ボランティア養成講座 要約筆記ボランティア養成講座

　視覚・聴覚に障がいのある方やそのご家族を対象に、参加者同士やボランティアの方との情報交換や暮
らしに役立つ知識を身につけるとともに、心の交流を図ることを目的として開催しています。

　視覚に障がいのある方に向けた、情報環境への
理解を深めるとともに、点訳技術の習得をめざす
ことを目的に開催します。

～点訳ボランティアの主な活動～
　「広報はなまき」「はな
まき社協情報」などを主
に点訳しご希望された方
にお送りしています。
　点字に興味のある方は、
この機会に視覚に障がい
のある方への情報支援の担い手になりませんか？
 日　時    ９月21日～11月30日　毎週木曜（全９回）
　　　　  午前10時～正午（11月９日・23日は休講）
 場　所 　花巻市総合福祉センター
 講　師 　花巻点字サークル
 対　象 　点字に興味のある方
 定　員 　10名（先着順）　　　 受講料 　無料
 申込み先 　本所　地域福祉課　TEL 41-8739

　聴覚に障がいのある方に向け
た、筆記による視覚での情報提
供のために要約筆記の知識や技
術の習得をめざすことを目的に
開催します。　
　要約筆記は、聴覚に障がいの
ある方の社会参加促進を支援す
るために活用されている情報伝
達手段です。講演会や会議など
の場における内容理解のために、即時に話したことを
要約して文字にしていきます。
 日　時    ９月22日～10月17日　毎週金曜（全５回）
　　　　  午前10時～正午
 場　所 　花巻市総合福祉センター
 講　師 　要約筆記サークル花巻「こぶし」
 対　象 　筆記による情報支援に関心のある方
 定　員 　10名（先着順）　　 受講料 　無料
 申込み先 　本所　地域福祉課　TEL 41-8739

視覚障がい者暮らしの輝き応援講座

日　時 令和５年９月13 日（水）
午前10時～午後0時30 分

内　容
「スマートフォン講座～基本操作編～」

講師：NTT ドコモ
　ドコモハーティ講座事務局

依田　晴香　氏　
場　所 花巻市総合福祉センター　研修室

申込み先 本所　地域福祉課　TEL 41-8739

聴覚障がい者暮らしの輝き応援講座

日　時 令和５年９月６日（水） 午前 10 時～正午

内　容 「七宝焼～世界にひとつの作品づくり～」
講師：平賀　喜代美　氏

場　所 花巻市総合福祉センター　研修室
申込み先 本所　地域福祉課　TEL 41-8739
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お問合せ先を記載していない記事につきましては、下記へお問合せください。
花巻市社会福祉協議会　所在地 花巻市石神町364（花巻市総合福祉センター）
TEL.24-7222/FAX.22-4283　Eメール：hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp

ホーム
ページは
こちらから

岩手県共同募金会花巻市共同募金委員会　〒025-0095 花巻市石神町364番地（花巻市総合福祉センター） TEL.41-8739

「はなまき社協情報」は、共同募金配分金の一部をあてて発行されています。

感謝の窓 ■フードバンク事業指定
・身照寺 様………………お菓子・ジュースなど
・匿名……………………食品など

■西南通所介護事業指定
・宮森 則子 様…………………………50,000円
■地域福祉事業指定
・匿名…………………………………100,000円

　　　　　　　命のセミナー開催のお知らせ 　　　　　

湯本地区生活サポートの会

 日　時 　令和５年9月18日（月）敬老の日　午前10時～午前11時半
 場　所 　花巻市総合福祉センター　研修室
 内　容 　フルートを中心にしたコンサート　～フルートの名曲から宮沢賢治まで～

・精霊の踊り　・アメイジンググレイス　・EARTH

朗読と音楽　『よだかの星』/宮沢賢治

 フルート 　牧野 詩織 氏　 ピアノ 　菅原 千恵子 氏　 朗　読 　牧野　幹 氏
感染症の状況により、開催を変更する場合がありますのでご理解をお願いいたします。入場無料ですが、会

場の関係から参加人数には制限があります。
 問合せ・申込み先 　花巻ボランティア連絡協議会　井形　TEL 090-4550-5797

地域で活動されている
団体を紹介します！

  ボランティアを募集しています！ 
　湯本地区生活サポートの会は、湯本地区
の住民が中心となって、生活支援の担い手
として登録・活動しており、一緒に活動して
くれるボランティアさんを随時募集してい
ます！ボランティア協力については、湯本
地区生活サポートの会までお問合わせくだ
さい！

利用についてのお問合せは、花巻西地域包括支援センターまたは、湯本地区生活サポートの会 事務局までお問合せください。
 問合せ先 　花巻西地域包括支援センター  TEL 29-4873 ／ 湯本地区生活サポートの会  事務局  TEL 27-2053

湯本地区生活サポートの会は、地元湯本地区の住民で結成されており、誰もが住み慣れた湯本地区で元気に暮ら
し続けられるよう、地域全体で高齢者の日常生活を支える活動を行っています。

この活動は、湯本地区にお住いの要支援等の認定を受けた方や、基本チェックリストで生活機能の低下が見られ、
日常生活においてちょっとしたお手伝いが必要な方が利用できます。

支援内容は、掃除やゴミ捨てなどの家事援助から通院・買い物の付き添い、除雪・草取りまで幅広く活動されてお
り、「ゴミ捨て場まで遠い」「一人で通院や買い物をするのが大変なので付き添って欲しい」等、お困りごとが多い高齢
者にとって、なくてはならない大きな支えになっています。支援を依頼された方は「本当にありがたい」と笑顔でお話
されていました。

通院の付き添い支援の様子

（7月18日現在）


